
外出自粛要請がなされている中で，テイクアウ【国】持続化給付金事業
コールセンター

０１２０－１１５－５７０
８:３０～１９:００（土日祝日対応）

トを実施する地域の飲食店を支援するため，テイクアウト商品に割引な
どの特典を付けて販売いただく店舗を募集し，10万円を支給

外出自粛要請がなされている中で，テイクアウ【国】持続化給付金事業
コールセンター

０１２０－１１５－５７０
８:３０～１９:００（土日祝日対応）

トを実施する地域の飲食店を支援するため，テイクアウト商品に割引な
どの特典を付けて販売いただく店舗を募集し，10万円を支給

食事提供施設向けの主な支援策

店舗等への支援

売上減少した事業者への支援

福岡市 コロナ 検索

賃料の5分の４

福岡市からお知らせ

4/7～5/ 6 上限50万円
5/7～5/31 上限30万円

飲食店への支援
テイクアウト実施の飲食店
（10万円）

持続化給付金
法人:200万円、個人:100万円

※売上が50％以上減少した事業者

【国】持続化給付金事業コールセンター
０１２０－１１５－５７０
８:３０～１９:００（土日祝日対応）

福岡県持続化緊急支援金
法人:50万円、個人:25万円

※売上が30％以上50％未満減少した事業者

【県】持続化緊急支援金 相談窓口
０５７０－０９４８９４
平日９:００～１７:００
（５月は土日祝日対応）

雇用を維持した事業者への支援
①雇用調整助成金
②小学校休業等対応助成金・支援金

①【国】福岡労働局 助成金センター
０９２－４１１－４７０１（平日８:30～17:15）

①【国】雇用助成金コールセンター
０１２０－６０－３９９９（9時～21時（土日祝日対応))

②【国】学校等休業助成金・支援金等相談ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
０１２０－６０－３９９９（9時～21時（土日祝日対応))

税金、社会保険料の支払い猶予等
【国税】福岡国税局猶予相談センター
【県税】県税事務所
【市税】各区納税課
【厚生年金保険料】年金事務所

休業等要請対象外施設への支援

法人:15万円、個人:10万円
※売上が30％以上減少した事業者

※時短要請の対象外(通常の営業時間が朝5時から夜8時までの間)となっていた施設に限る

重
複

不
可

飲食店、料理店、喫茶店、居酒屋など

福
岡
市
独
自
の
支
援
策 5月7日から５月31日までにテイクアウト商品に割引な

どの特典を付けて販売いただく店舗を支援
※持ち帰り飲食サービス業，配達飲食サービス業，小売店除く
地域の飲食店を支えるテイクアウト支援担当（10時～18時）
・博多区の店舗：080-8397-9256
・中央区の店舗：080-8556-3314
・東区・南区の店舗：080-8575-7977
・城南・早良・西区の店舗：080-2784-8052

県の要請を受け、休業した施設や休業・時
間短縮営業した飲食店などの賃料を支援
・福岡市家賃支援相談窓口

電話：092-739-8175
9時～18時（土日祝日対応）

同一店舗での

５月1８日現在の情報です
各支援策の詳細・最新情報はホームページをご確認ください。

【申請受付期間：①5/13～6/30、②5月下旬以降】

【申請受付期間：5月下旬～開始予定】

【申請受付期間：5/8～5/21】

※各支援策の一部は、補正予算の成立が前提であり、今後内容等が変更になる可能性があります。

県が定めた「事業の継続が求められる施
設」に該当する施設への支援
※ 宿泊施設、飲食店（時短要請の対象と

なっていた店舗）、市民と接する機会が
ない施設（事務所、工場など）は除く。

・支援金お問い合わせダイヤル
電話：092-401-0029（平日9時～18時）



事業者向けの主な支援制度

福岡市 コロナ 検索５月18日現在の情報です
各支援策の詳細・最新情報はホームページをご確認ください。

支援制度・窓口等 問い合わせ先

給
付
金
（
も
ら
え
る
）

持続化給付金
前年同月比50％以上売上が減少した事業者
法人２００万円、個人事業主１００万円

【国】持続化給付金事業コールセンター
０１２０－１１５－５７０
８:３０～１９:００（土日祝日対応）

福岡県持続化緊急支援金
前年同月比30％以上50%未満売上が減少した事業者
法人５０万円、個人事業主２５万円

【県】持続化緊急支援金 相談窓口
０５７０－０９４８９４

平日９:００～１７:００（５月は土日祝日対応）

雇用調整助成金
労働者の一時休業などにより雇用維持を図った場合に
休業手当等の一部を事業主へ助成

【国】福岡労働局 助成金センター
０９２－４１１－４７０１
平日８:３０～１７:１５

【国】雇用助成金コールセンター
０１２０－６０－３９９９
９:００～２１:００（土日祝日対応）

小学校休業等対応助成金・支援金
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話のために
・従業員を休業させた事業主への支援
・休業した個人事業者等への支援

【国】学校等休業助成金・支援金等相談
コールセンター

０１２０－６０－３９９９
９:００～２１:００（土日祝日対応）

融
資
（
か
り
る
）

福岡市商工金融資金制度
・３年間無利子・無担保、保証料ゼロ
「新型コロナウイルス感染症対応資金」
（融資限度額3千万円、融資期間10年以内（据置期間5年以内）

・セーフティネット保証４号（売上▲20％）
・セーフティネット保証５号（売上▲ 5％）
・危機関連保証 （売上▲15％）

【市】中小企業サポートセンター（経営支援課）
０９２－４４１－２１７１
平日９:００～１７:００

※取扱金融機関
（お取引のある又は
お近くの金融機関に ご相談ください。）

日本政策金融公庫の特別貸付
・実質無利子・無担保融資（特別利子補給）
・既往債務の借換も可能（実質無利子化）
・新型コロナウイルス感染症特別貸付 等
・衛生環境激変対策特別貸付（旅館業，飲食店営業等）
・農林漁業セーフティネット資金農林漁業者向け）

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
０１２０－１５４－５０５
平日９:００～１７:００

土日電話相談専用ダイヤル（９時～１６時）
小規模事業者，個人事業主０１２０－１１２４７６
中小企業 ０１２０－３２７７９０
農林漁業者等 ０１２０－９２６４７８

猶
予

税金、社会保険料の支払い猶予
事業収入が減少し，納税が困難となった事業者について、無担保か
つ延滞税なしで納税を猶予（法人税、消費税、固定資産税など）
厚生年金保険料等を納付することが困難な時は換価・納付の猶予
※詳しくは関係機関にご相談ください。

【国税】福岡国税局猶予相談センター
【県税】県税事務所
【市税】各区納税課、特別滞納整理課
【厚生年金保険料】年金事務所
【健康保険料】協会けんぽ加入は年金事務所

健康保険組合加入は組合

相
談
し
た
い

事業者向け支援ダイヤル
どのような支援が受けられるか分からない方の問い合わせに対し、
利用可能と思われる支援策の概要説明と問合せ先を電話で案内

事業者向け支援ダイヤル
０９２－４０１－００３８ ※5/18開設
平日９：００～１８：００

事業者向け共同相談窓口
福岡商工会議所ビルに設置の共同相談窓口（総合受付３階）
福岡労働局、福岡商工会議所、福岡市の３者が連携して対応

福岡商工会議所
092-441-2161，092-441-2162
平日9:00～17:00（12～13時除く）

https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/keieishien/index.html
https://www.jfc.go.jp/
https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/coronavirus/
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